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スミス世界史像の再検討にむけて

野沢敏治

序 ヨー口 γパ中心史観の克服

「この島に禍あれ/ お前が訪れた日の故に，現在生きておるタヒチ人や将来

生まれて来るタヒチ人のすべての上に禍あれ，/Jll 

ヨーロッパの啓蒙思想家ディドロは，南太半洋タヒチ島のー老人の口をかり

て Iお前」二ヨーロッパえ明を激しく告発した。そして征服と私的所有を，

;fU己心と剰余労働を，キロス l教的禁欲の人為を自己批判した。

スミスもまた，大航海時代以来非ヨーロッパとの接触がもたらしたヨーロッ

バ文明のこの危機意識を共有する。晩年デ f ドロの文明批判は青年スミスのも

のでもあった。『エディ Yハラ評論~ (1756年〉でノレソーをスコットラソドに紹

介して以来のものであった"。処女作『道徳感情論~ (1759年〕で彼は言う。

ヨーロザパ人は非ヨーロッバ人の習俗を見て野蛮だときめつける n しかしヨー

ロッパの価値基準は絶対的ではなL、。習慣を具にすれば価値基準は諸国民の間

で異なる。中国の纏足に驚くヨーロッパ人は，自分達もこれまで女性の身体を

変形させてきたその歴史を忘れてしる。また環境に影響されて文明人は人間愛

の徳に優れているが，未聞人は感情抑制の自己否定の徳に優れている。その徳

は捕虜となって敵に殺される時に歌う「死の歌Jにおいて発揮される。そのよ

うな大度をもっ英雄民族のアフリカ黒人を，監獄から出てきたヨーロッパ人の

1) 包 uvrescompletes de Dider叫 ed.par Assezat et Tourneux， t. 2， 1875. 浜田泰佑訳『フ

ガングィル航海記補遺J，岩波書j瓦 1953年， 36ベーシ。
2) 内田義彦『経済学の生誕j (未来社， 1953年〕の「スミスにあたえられた問題」以来，学界の
共有財産となった。なお，スミスの痢国スコットランド Cの文明一未聞をめくる凪怨史的問題に
ついては次のものを参照されたい。水田洋「スコッ lランド歴史学派J(内田他編『経済学史詩
匝J!1~，有斐乱 1964年所収〉。天羽康夫， Iふたつの文明論一一アダムースミスとアダム フ

ァーガスンJ， W高知自由叢』第15号， 1982年11月。
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支配下に置〈ときにF ヨーロッパ文明の野蛮性が暴露きれる。奴隷主の前でニ

グロ奴隷がそのような高貴な徳を示す場合ほど，奴隷が残酷に取り扱われるこ

とはない。〔第 5部「是認ならびに否認の情操に及ほV慣習と流行の影響につい

てJ)ーースミスは比較文明史的考察をして， ヨーロッパを相対イじしたのである。

では" ロッパ文明の危機の解決策をディドロはどこに求めたか。人為を

捨てて自然に帰れ，か。それは不可能であるυ 円ーロッパに留まる限り，現実

の道徳と実定法に従うほかはない。ただし，文明の不条理をあ〈主でも攻撃す

るのだ。土ういうディドロ的ジレンマの苦Lみ者受けとめて，ユミコえはヨーロ

ッパに内在しつつ人間酌自然に適った文明の再創造を図る。その再創造を，彼

は，社会体および諸国民間の自然法則を究明する経済学の構築においてはたそ

うとする。

ディドロはまた，タヒチの老人を Lて，我々に構うな，放っておいてくれと

叫ばせる以外には，南北的問題の具体的解決策をもたなかった。両者は出会わ

なかったほうが幸福であったと嘆くほかなかった。しかし， ヨーロ γ パと非ヨ

ーロッパが接触Lた時点からとにか〈も歴史は再開されざるをえないとすれば，

対等の諸国民で形成す Q世界史はどのようにしたら築かれるのか。大航海史を

人類にとって有益なものとするにはどうしたらよいか。この問題意識のもとに

スミ旦は『国富論~ (1776年)を喜く。

『国宙論』はまた，ヨーロッバの原罪を指摘した「道徳感情論』とは別に1

広〈深い視野を獲得すQ。彼の黒人英雄視はまだ文学的感傷を免れていなかっ

た。それはまた実証の名で反論を受けやすいものであヮた町。奴隷主には正義

も人間愛もある立派な人物が多し奴隷のほうこそ非道徳的である? と。奴隷

iliU弁護論者は，ニグロの生きざまを枠づけるものがヨーロヅパの本源的資本蓄

積のための三角貿易体制にあることに無知であった。そのうえ，なぜニグロは

ヨーロッパの近代的自由人によって奴隷にされたのか，その原因を皮膚の色や

3) (Arthur Lee]， An Essay in Vindication 01 the Continental Colon凶 01America， Irom a 
Censure 01 Mr Ad.ω，τSmith， in his Theory 01 MOTal Sentiments.. .. By an American 

London， (Arthur Lee]， 1764. 
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人間性という非歴史的要因に求めることは不可能であった。視点は道徳から，

経済的利害の客観的構造に転換されねばならない。奴隷解放の実質的条件もそ

こから発見されるだろうから。これはスミ旦経i済学の仕事である。

スミス経済学の生誕の地盤はイギリスを中心とした世界的規模の経済編成の

第 1 次的完成=危機にある。 18世紀半ばの最後の旧帝国主義戦争~7年戦争に

よって確立したイギリス重商主義植民帝国，これを批判して解体すること，こ

れがスミスの課題であった。そのスミス (f)企真史最古検出することが本稿のア

ーマであるべ大航海時代以降のイギリス重商主義の発展に対して，イギリ ユ

以外のヨーロッパおよび非ヨ ロッバの諸国はそれぞれの社会構造や経済発展

度の遣いに応じて，言苦種の対応を迫られた。従属と対抗，参加と依存2 等。そし

てイギリスの資本蓄積へのその対応の仕方によって諸国の経済発展の仕方が規

定された。スミスは現代においても驚〈ほr新鮮な世堺史形成上の観点を我々

に提供しているの彼は自分の時代に制約されつつも，ヨーロッパに内在してヨ

ーロッパ中心史観を超える努力をする。その自己相対化の努力を，歴史と文化

を異にする諸国の同時併存関係のなかにおいてみよう。そして，彼自身がもっ

市塩fをも4検出してみよう。 λ ミス世界史像の再検討は『諸国民の富』におけ

る市民社会の経済理論的把握の意味を再発掘することにつながると思う。

プ、ミスの視野は地球的規模であった。プリテンを中心として，ブリテ γ 内スコ

ットランドはもちろん，西はアイノレラ γ ド，アメリカ植民地からインディ 7λ

ヘ，東はヨーロッパ大陸か bアフリカをへて東南アジアへと及んでいた。本稿

はそのうちでインドとイギリスとの関わりを一例として取りあげる。

I インドの富(貧〉の外生的原因

長17Jftどうであったか。ヨーロッパの諸列強がアジアに進出した当初は，両

者は対等で相互に尊重Lあっていたc ロ ロッバはイ γ ドと通商するためには，

4) 内回義彦「発端 市民社会由経済苧的措定J ('経済学史"筑摩書房 1970年所取)7.l'士障問。

に問題提起をしたが，これまでのスミス研究は不十分にしか取り組んでいない。世界史認識にお
いてλ ミスを積極的に生かそうとしているのカむ E ウィりアムズやA'C フラングの詩研ノ
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交渉をし，条約を締結しなければならなかった。

それが18世紀のλミスの現在になると，力関係は完全にヨーロッパに傾いて

いた。特に 7年戦争はイギリスのインド支配を決定的にした。イギリ只東イ γ

ド会社が現地政権の保護者となり，重要な政務担当者を任命・解任する実権と

地租徴集権を獲得した。イギリスはインドの主権を名目的なものとし，実質権

力を握る。(間接統治〉なぜインドは不完全主権国にされたのか。

たまたまイギリスの力が優越していたからか。それもある。だがイギリスは

海軍力で優れていたが，陸軍力では劣っていた。劣勢の陸軍力でイ Y ドを植民

地化できたのは，イ V ドの{J[~に付け込主れる原因があったからである。インド

は諸侯国に分裂し，一国民を形成できないでいた。インド企体の立場にたって

ヨーロッパとの関係を見渡す政治家はいなかったのこの結果イギリスは，積極

的な帝国膨脹策に出なくても，政治的分裂に乗じてイ Y ドを植民地化できたの

であるω。

だがインド側にのみ原因があったのではない。進んで問う。なぜインドはス

ミスの現在でも，一国民を形成しえないでいるのか。また，かつては人口密で

耕作も進んでいると見られていたインドが貧しいのはなぜか。イ V ドの飢僅の

ニュ←スがイギリスご報じられる。力と富の面でインドがイギリスに劣るよう

になったのは伝ぜか。まずλ ミスはイギリスとの関係におし、てイ γ ドの富(貧)

の本質と原囚を研究する。彼はイギリスとの政治・経済両国における対外関係

を重視する。彼はインドの側からイギリ λを捉え返す。対外関係の担い手は東

イγ ド会社であった。

東インド会社の活動は本国にとっ 1 どうであったか。会社はイ中継貿易を営む

¥究である。マノレクス世界〔史〕像を中期マルクスの『経済学批判袈桐』に内在して発掘した平田
清明「宿環=蓄積論と歴史認識J(~経済学と歴史認識j，岩波苫庖， 1971年所r心はスミス研究
に多〈の示疫を与えている。なお，小林昇氏の重商主義 リスト研究はスミス世界史像の検出の
ために間接的な照明を与えている。

:i) 木稿が参照したインド史研究は次のものである。山本達郎編「イソド史~ (山)11出版社， 1960 

年〕の松井透氏執筆部分。松井・山崎編『インドにおける土地制度と権力構造j，東京犬芋出版
会， 1969年u 深沢宏「インド社会経済史研究~，東rr経揖新報社ョ 1972年。
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が， 18世紀にもなると，前期的商業資本の性格を純粋に保てな〈なり，国内初期

産業資本の 世紀末になると新興大産業資本のー←利害を反映せざるをえな

くなる。銀輸出・束インド品輸入の東洋貿易は，イギリス国民的工業品の毛織物

輸出・新大陸産銀輸入という太西洋貿易とワンセットになって進展する。しか

しそれにしても，産業資本かbすれば会誌の活動は利害対立的であった。東洋

貿易それ白体は白因~業品の輸出をわずかしか行わず，輸入品は香料・茶・陶

器等の音i多品や綿織物であった。輸入品は工業用原料でも労働者用食料でもな

く 綿織物は国内毛織物産業と続合した。会社は産業資本の循環 G-lVくι
p.. ， W'~G' に対して独立的な活動をする。会社l士銀輸出・東イ γ ド品輸入・

ヨーロッハ各国への再輸刊Iとい号 G-lV-G'の活動を行う。

東インド会社の活動はインドにと勺てどうであったか。スミ λの認識した重

商主義世界体制は，世界の商庖・世界の製造業者としてのヨーロヅパ(ヨーロ

ッバの食料・原料供給地としての非ヨーロッパ〕であった"0 ヨーロッパ・非

ヨーロヅパ聞の不平等な垂直的分業体制のなかで，東インド会社はアジアの仲

立人の地位を占める。会社はインドの外国商業を独占することで重商主義的な

外而の光輝と栄誉を獲得した。しかしその反面でイン rは荒廃させられる。ス

ミスはアジアに対するヨーロッパのこの関係行為に人々の注意を促す。どのよ

うにしてインドは荒廃さ吐られたのか。

会社はインド外国商業の独占によって， ヨーロッパ品を高〈インドに売りつ

け，東インド品を安〈買いつける。流通に剰余価値の源泉をみいだす商業資本

は，インド商品に不利な交換仙他(交易条件〕を押しつけ，その結呆インドの生産

を圧迫する。生産への圧迫はまた直接的でもあった。会社は輸出用綿布の調達

のために織布工を集住させに綿布生産土強制する乙とがあった。他方，農業に

対し亡会社は，輸出用農産物生産のそノカノレヲャ的経済に産業構造(~社会的分

業〕を編成替え L，現地の伝統的な生産リヌムを破壊してLぺO 生産量は輸出価

6) A 白nith，An lnquiry問 tothe Nature and Causes 01 the Wealth 01 Nations， The Glas 
gow ed.， VQI. 2， Oxford. 1976. p. 627 
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格維持のために制限され，作付は恋意的な指令を受ける。こうして現地産業は外

国市場の動向に依存させられ，自分で自分の剰余生産物を処分する自由を奪わ

れる。モノカルチャ化によって自生植物の生態系も破壊され，地域によっては人

口も減少する。会社はインド国内商業にも眼をつける。会社使用人がインド領

の自由通関権を濫用して私的な取引をおこない，これが現地経済を混乱させる。

スミスは確かな情報として会社使用人の行状を伝えるo 使用人はアヘン価格

を高〈維持寸るために農民に命じ Cケシ畑を鋤き返し，穀物乞蒔かせる。また

アへンでより多〈の利潤を得られるとみるや，穀物畑を鋤き返してケシを蒔か

せる。この指令経済のもとでは産業問のハランス=生産力の社会的基盤そのも

のが破壊され，イ γ ドl:l自立的な経済運営を阻害される。 スミスはイソド

の将来を予測しで言一勺た。もにもとういうど「が許きれるならば，インドは1，

2世紀のうちに完全に破壊されるだろう， と"。

スミスは東インド会社の経済活動のみむらず，その政治活動の悪影響をも見

逃さなかった。会社はインド諸侯国の後見人となり，外交と内政に実質的な主
Y ダ←リ

権を行使していた。そして地租徴集権を得て政治機構の末端まで行政を担当し

ていった。キリスト教徒によるこの統治はイスラム教徒による場合よりも善政

であったか。それはインドの生産諸力を解放するような統治であったか。スミ

スは旧ムガノレ帝国の統治を現在の束インド会社のそれと比較する。彼は，マホ

メッ「政府下のベンガノレの主権者は土地生産物に比例する地租を得るために，

土地改良・耕作改善に関心をもったとみなす。そして土地生産物に広大な市場

を提供して生産を刺激させるために，道路・運河建設の公共事業に熱心であっ

たとみなすω。組想化されたアジアの主権者。〔実は，重商主義的十渉政治に代

わって自然的自由が実現するならば復位古るだろうと考えられた=一戸ッパの

主権者。〉この主権者のもとでイ γ ドは，その政治制度が許すかぎり富を増進

させた「停滞的社会Jであった。ところが現在インドは，東インド会社の政策

7) Ibid.， book 4， chapter 7， section 3 

B) Thid.， p. R可8
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によって「衰退的社会」にさせられている。インドがヨーロッハと接触して得

たものは，現在のところ，これである。一一こういう λ ミスの認識はヨーロッ

バ史を相対化L，腔界史を構造的につかんでいくうえで重要である。

会社には「主権者」の自覚がなかった。会社は国民の利益を促進する法につ

いて観念をもたず，公共事業をおこなわなかった。会社は国民的繁栄のうえに

永久的な大以入を得ることをせず，国民酌貧困のうえに目前の小利潤を得てい

たの Eある。では，会社に主権者である乙とを要求しうるであろうか。人間的

活動の私的経済部門と公的政治部門との分業のうえに総合をなさねばならない

歴史時代にあって，私人に直接公人であるように要求することは無理である。

スミスはそう考える U 会社の商人で構成する評議会はその性格から Lて人々を

自然に威圧するような権威をもっていない。それゆえインド人民を服従さ廿る

ために会社は軍政的・専制的とならざるをえないc 真の国益に無知で無関心な

主権者，これはスミスからすれば奇怪な概念矛盾であった。

東インド会社によるイ γ ド支配を正当化するイデオロギーが，あのアジア劣

等視の偏見であった。アジアにはヨーロッパ的幸福を支える人間的統治や所有

権保護の法律がない，あるのは政治的復讐や大量虐殺，このような社会を開化

させるものとして東インド会社の統治がある， …0)。 ヨーロッパ文明帝国主

義。

東インド会社はインドを停滞状態から新たな発展状態に移行させることに貢

献しなかった。逆にインドを衰退化させた。ヨーロッパの旧帝国主義はインド

に自ら政治力と経済力の培養をはかる時間を与えないままに，インドを植民地

化した。イン}が自らの歴史を歩むことを阻害したのである。

II インドの宮(貧〕の内生的原因

発展的社会への移行と国民形成を妨げているインド自身の原因はなにか。そ

9) W. J. Micムle，The Lus同 d，Oxford， 1776 京インド会社を擁護するこの著者からスミスは
後に 2度にわたフて批判を受けた。
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れをλ ミス経済理論を用いて析出してみれば次のとおり。

(1)都市と農村との分断的分業

農村共同体が生産する剰余の大部分は土豪地主の地代または中央政府高級官

僚への貢租となって吸取きれる。剰余は農村から都市に流出し，地租徴集者に

よって不生産的に消費される。農村は剰余生産物を一々的に都市に提供し，そ

の見返りを受けと bない。また農村は一定比率の農・工・サーピ月間の分業の

もとで低水準の白給自足経済を営む。乙の孤立的共同体(一一一部分的な商品生

産と地域的なカ一九ト協議会の活動をもつが〉の上に，土豪地主を介Lて，貢

租徴集国家が立つ。農村i:t以上のようにして都市から垂直的に分断され，両者

の聞では商品交換による社会的分業ほ成立Lていない。利己心幸子刺激して拡大

再生産を促す交換経済は成立しない。

(2)カースト制

インドには総労働青世襲的に階層分割するカースト制があった。ハラ毛ン・

グシャトリ 7 ・ヴァイシャ・シュードラの 4大カースト，大カースト内で分割

された小カースト，カースト外不可触賎民。カースト問の結婚や会食は禁じら

れる。カーストは共同体の一定需要に答えるために先祖代々固定化されてきた

分業であって，内部での競争はない。よそ者は排除される。人々はカ-7，トの

職業を通じて共同体に貢献し，相互間で協力しあう。彼らはカ一九トへの帰属

意識をもつことで安心感をもち，私的労働と競争を倫理に反することとみなす。

人と人を区別するもの，あるいはある人の自己同一性を示すものは，その人の

属するカーストである。したがって人々の聞に，分限を超えた普遍的な平等意

識は成立しない。

スミ 3えから見ればインド貧困の内生的原因は，謀説の重上七や封建領主的暴)J

とは別に，カースト規制にあった。何らかの理由である職業が衰退する場合で

も，カ一九ト規制はその職業からの資本・労働の移動を禁じるから，賃銀・利

i閏は何世代にもわたって自然率以下となる川。所得が自然率以下の衰退的社会。

10) Smith， op. cit.， VoJ. 1， pp. 79-80 
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ヒンドゥー教に固有のカースト制は富裕にとってのみでなく'"ーロッパに

対して国民意識を要求される時にも，阻害要因となる。丁度スミスが，イング

ランドに対抗するアイノレランド内の宗教差別に見ていたようにw。

III 国家によるインド統治の近代化とその限界

インドの貧困の原凶は対外的にはイギリスとの政治経済関係にある。イギリ

λ 東インド会社による貿易独占と専制的統治にある。イギリスはこれによって

重商主義的な光輝と栄誉を得た。インド帰りの大尽の続出。だがインドは反対

に悲惨な自に会う。会社経営も乱脈状態が続しこのような会社に今後もイン

ド領の統治と貿易独占を許すべきかどうかが問題となる。前期的商業資本に対

して近代国家と近代産業資本が攻撃をする。スミスも東イ γ ド会社を批判した。

では，現実の国家と資本の自tiからの会社改草はスミスのもの正同じか。スミス

の重商主義批判は後の自由主義的政治家や7 ンチェスター産業資本による改革

に影響を与えたのか。内面的lこは否である。スミスと現実国家・現実資本とは

どこが違うのか。スミスによる会社批判の理論的・思想的内実が救い出されな

ければならない。

会社に対する国家干渉の動機は本国財政の安定という国家主義的なものであ

った12)0 7年戦争後の国債重正を逃れ，アメリカ植民地に課した印紙税法の失

敗を埋めるために，国家は束インド会社に眼をつける。会社はその時インドの

主権者として領土収入を獲得していた。その領土収入の分け前に国家は与ろう

とする。インドでの戦争に本国軍隊も参加したということを名目にして。そし

て当初は，会社のインドでの主権と貿易独占を認めたままで，領土収入の一部

11) カンジーは19世紀末から20世紀初めにかけての一時期，イギリス帝国内にとどまることを通じ
てイシド解放の道を探ることがあった。また置は，イギリス帝国防荷戦争にインドが参加する ζ

とで宗派的カ}スト的に分裂したインドに国民意識を自宜させるという効用を発開するととがあ
った。 このようなリアルな面をスミスももっていた。参眠 ガンジ←著， 1畠山芳郎訳『自叙
伝』中央公論社， 1967年。スミス『国富論』第5篇摺3章υ

12) 改革をめく。る詳細な研究に次のものがある。L.S. SutherJand. The East India Co町並αnyt7l 

Eightc汚nth-Centur;y Politics， Oxford， 1952 
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を国庫に納めさせようとした。この国庫収入を確実にするために，国家は会社
仏

に対して種々の「近代的」で「合理的」な改草をおこなう。改革はイ y ドから

の領土収入をめぐる帝国関係者の利害に発するものであって，インド自身の要

求に発するものでも，インドの利害を考えたものでもなかった。

見ミ九は一連の改革に終始、関心をもち，改革の動きにコメントできる位置に

いた。彼が注目したのは1773年規制法による改革である。改革の目的は，会社

使用人の大浪費やイント成金の私的富を抑制し C本国会社への送金を確実にし，

そのことによって国庫への納付を完遂させることにあった。この改革は後年イ

ギリ λ 政府がインド行政を全面的に担当するまでの経過的なもので，これによ

って政府は会社を間接的にコ γ トローノレする。この国家干渉に対して野党ロッ

キ γ ガム ホイッグは反対した。野党が恐dcたことは，会社を政府の支配下に

置く〔会社の「自由」な経済活動の侵犯ノ〕ことで増大する国王の地位任命権

であわ，議会に対する国王の影響力増大であった。名誉革命後営々と築きあげ
ヨ γス予イチ.ーシヨン

てきたホイッグ貴族寡頭1TUの議会の自由，この政治構造が危険に陥ると野党

は懸念する。野党は会社をめくる緊迫した状況に対して認識不足であったので

ある。結局トーリ のノ ス政府が改革を推進する。

(1)インド統治の改革

ヌ正由1::品lをそ統治の権限や責任が明確に規定され，近代的な官僚機構が導入

される。従来分立していた諸管区をベンカノレ政府に従属させ，ベンガノレ政府を

l総督・ 4評議員構成の総督体制とする。政府構成員の初代の任命については

本国議会が権利を握り，その後 5年間については本国政府がコントロールする。

カノレカッタ市長裁判所は領土拡大とともに訴訟以外の行政をも管轄してきたが，

その権限が本来に戻されて明確に規定される。司法と行政との分難。そのうえ

で新たに最高法院が設立され，判事は国王によって任命される山。

(2)本国会社の改革

まず会社組織の改ヰ。その意図は株主総会と理事会に権威をもたせて堅実に

13)，14) スミメは『国宮論」の改訂第3版で1773年規制法を研究して批判する。
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行動させることであった。そのために総会での投票資格が500ポンドから1，000

ポンドの株所有にまで引き上げられ，株の保有期間も半年から 1年に延長され

る。これらの規定で株が簡単に購入できないようにされ，理事選出等をめぐる

株分割や党派争いを抑制jしようとしたのである。(しかしこの改革は大株主寡

頭支配の反動をもたらす。〕理事の任期は 1年から 4年に延長され， 括的改

選も改められる。これによって理事職の実質的でスム ズな遊行が図られる。

次に事業運営の改革。会社の債務弁済のために株の配当率は低〈抑えられ，利

潤の使途が合理的に規制される山u

以上の改苧をうけて1774年， W へースティングスが初代総督に就く。改革

による近代的合理化はー応の効果をもたらした。本国の権威に従って勤〈責任

ある官僚機構によって腐敗は減少したQ しかしこの改革はインド統治合理化の

ための技術的なものであって，他ならぬインドの利益になるものではなかった。

このことは以 Fの諸点に見られる。

会社は地租収入からインドでの官僚機構維持費を差し引き，その残り吉本国

に送る。送られた剰余からロンドン本社の経費が支払われ，株式配当金と国庫

納什金が支払われる。この場合本国への送金は銀によってではなく，現地物産

によってなされた。仮に銀が送金されてもそれは再びインドに輸出されるから，
ィ γグ~~ト

会社は徴集した金納地租を束インド品に投資し，それをロンドンに送ってそ

こで剰余価値を実現しようとする。会社は合理的な官僚機構を通じて，なるべ

く安く大量に東インド品を購入した。この商業資本の活動 G-W-G'が，イ

ンドからすれば，不利益であった。年 100万ポンド以上と推定された東インド

品がインド産業に必要な商品を見返りとして輸入することなく輸出されたので

ある。これは社会を生産の内部から変える商業 W-G-Wではない。東イン

ド品は対仰な〈して持ち去られる。会社は主権者であるならば，インドの生産

物に可及的最大の外国市場を与えて最犬の価値実現を侭障しなければならない

のに/ 外国貿易の重要任務は商品交換にあるのにノ(スごス〕 結局イ y ド

で生まれた剰余はインドの外に流出させられ， インドに還流しない。富源の
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衰退。こうしてインド統治の近代化は会社の私的乱脈を正すことはあっても，

インドを相変らず低開発の衰退的社会に閉じこめるものであった。

外からの近代化はイ :/fの国民経済的自立を阻害する。この点は徴税機構の

改革にも現われる。イギりスはなによりも地租収入を得るという必要に迫bれ

て，インドの土地慣行に無知なままに，白固の法観念をもって徴税機構を作っ

た。イギリ λ のインドに対方る国主主の側からの接触はこのようにして始まる。
ザミ γ 〆-，レ

その一例が永代ザミンダーリ制である。これは土豪地主をイギリァ、並に土地資

本の投下者と形式的にみなして，その上で永久固定額の地租を納めさせ，納付後

の経営努力の成果はその地主のものにするというものo この形式的近代化は確

かにイギリスの地租収入を増大させたu しかLこの制度の実質は前近代的であ

り，イソドの社会経済構造は不健全なものに歪められた。土豪地主は相変らず

農民のほとんど全剰余を地代として取りたて，植民地政府は農民を保護しなか
ザミンダール

った。また都市の商人・高利貸や会社代理人のなかから徴税請負の土地所有者ー

となる者が新たに出現し，彼らはいったん自分の経営努力で余裕を作ると，あ

とは土地を他人に貸して自分は地代を得るだけの寄生地主となる。その地代は

寄生地主によってイギリスからの輸入工業品に消費支出され，イ γ ド品に対す

る有効需要となることも，インド内部で生産資本となることもない。こうして

農工分業=結合と社会的再生産〔旦ミス)が阻害される。

イギリエは徴税の便宜土，インドの上部構造に外から近代的法関係を持ち込

んだ。本国では納税者は土地の私的所有者と観念されていたか G，課税のため

にとにかくも私的所有者が認定さわしなければならない。この認定作業のなかで，

村落共同体の共有地はある私的所有者のものとされ，村の共同相続地はそり持

分権者のうちの一人に無理に帰属させ bれて，納税責任者が作られた。直接納

税者とされなかった農民は従来の也襲的耕作権や共同相続権を保護されず，不

安定な小作人の地位に転落させられた。 イギリス憲法の以上のような導入

はインドを内的に発展さぜる力にはならなかった。スミス的主権者は不在であ

ゐ。
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IV 資本によるインド商業の自由化とその限界

では政策を転換Lて，インド住民の慣習に適合する法律をもって統治しよう

とする場合はどうか。産業革命の主軸となる新興人産業資本が T ヲッフノレズ

という植民政治家を媒介として自由主義的植民政策を推進する。近代的産業資

本は白分の資本循環内に外国貿易を組み入れていく。スミスの重商主義批判は

この産業資本による批判と同じ性格のものか? 現実資本とスミスとの緊張関

係を知るために，またスミスE重商主義批判の射程や確かめるためにも，時代を

意識的にスミス以降の19世釈初めまでとってみる。

綿工業資本世基軸とする産業革命が自由主義的植民政策への移行を推進させ

た主体であった。 18世紀末から始まる技術革新は生産力を飛躍酌に高め，綿工

業は狭くなった国内市場を超えて海外市場を欲するようになる。ヨーロッハ諸

国は自国の工業建設のために保護貿易的色彩を強めつつあったから，インドに

限が向けられる。インドは綿製品の常用国であった。ところで東イン T会社は

インド産綿布を輸入してイギリス園内市場を脅しており，インドとの貿易を独

占していた。そこでマンチェスター綿工業資本はイ γ ド市場を獲得するために

旧型商業資本の最後の砦である東イ y ド会社を攻撃する。そして1813年の会社

特許状更新のさいにインド市場を開放させる。

問題はここから起こる凶。機械的生産力に優るマンチェスター産業資本は低

賃銀を武器としていた土着産業に代わってインド市場を制圧する。だがそれは

一時的なもので，インド人民の貧しい購買力の壁にぶつかった。その限界を突

破して産業資本(めの商品の継続的な価値実現 (Wア σうのために，その商

品と交換される等価物がインドに求められる。等価物，それは産業資本が要求

する原料 (G-Wpmlである o LかL東インド会社統治下の現存， 過重な地租

や不安定な土地保有，交通手段の不備等によって，良質で安価な綿花の生産が

15) 以下，本節は次のものから多くを学んでいる。信夫清三郎『ラッフルズ)， 日本評論社， 1943 

年。ラッフルズ自身のものとしては， Raffles， T.， Su必stance0/ a Minute re叩 rdedby the 

Honοurable Thomas S.沿anfordRaJfl釘 London，1814 
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妨げられている。そこで，農民の地伎を保障して市場向け生産を刺激するよう

な土地改革が安求される;改革製求の主体はインドにはなく，イギリス・マン

チェ λ ター商業会議所にあった。世界の中枢資本主義固となりつつめったイギ

リスの産業資本は，自己の資本蓄積にインドを組みこもうとする。産業資本の

要求を受けて東南アジアに土地改革を実行したのがj ラッフルズであった。

ラッフノレズは重商主義的植民政策を批判~， 白由貿易と開明自由植民政策を遂

行 Lた。奴隷貿易の廃止，占巧搬強制栽培の自由栽培への転換， シγ ガポール自

由港の建設，等々。これらの抗策によってアジアの耕作者は勤勉を刺激事ぜら

れると彼は認識する。彼はまた東インド会社から統治機能を分離して，会社を

商業にのみ専念させ，商業についても個人商人と競争させようとする。

だがこのあまりにもスミス的な自由主義はスミスの内実と具なるものであっ

た。ラッフノレズの意図はアユ/アをイギリス資本主義の律動に包摂することであ

った。シンガポーノレ自由港の建設にして，そうであった。自由港建設→安価な

イギリス綿製品の大量流入=中固からの大量需要→東インド会社と中国商人の

独占突破→「公正な競争」による中国市場制覇→中国における農業・織布小規

模結合の経営破壊→中国向けインド綿花のイギリスへの方向換え。ラッフノレズ

=イギリ λ 産業資本の白由貿易戦略はここにあった。東南アジアもインド・中

国も直接世界市場に向き合わせ bれ，村落共同体の自給的経済は打撃を受けた。

その経済的打撃のあとにアジアは新しい経済関係を白分で築くことがでさたか。

できなかった。イギリスの自由貿易はアジアに対 Fる新たな帝国的進出てあっ

" ， ~。
植民政治家ラッフノレズばジャワ島の土地改革にさいして次のような世界史認

識をもった。 ジャワは他よりも進んだ文明段階の封建社会に位置してい

る。そごでの封建的賦役を廃止し農民と永代借地・定額地代の契約を結びョ

農民に国内商業を開放せよ o 独立自営農民を創出して向己主持働の成果を保障し，

勤勉を刺激せよ。そうすれば，勤勉・節約に励む者とそうでない者との聞の競

争で分解が起こり，資本・賃労働の近代的社会関係が生まれる。そこにヨ ロ
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ッパ製品の有望な市場が形成きれる。(西ヨーロッパ史のジャワへの導入。〕

ヨーロッパ史が世界史を指導する。この歴史観はリストやウェイクフィーノレ

ドに先行する彼の組織的植民論でさ bに明白である。 私的所有を法原理と

する資本・賃労働関係の社会に，共同所省社会を急速に転換させることはできな

い。そ ζでヨ-~ッパから直接に資本と賃労働を移転させることが考えられる。

本国で過剰な資本は活動的企業者に貸し出され，資本はヨーロッパ向け熱帯性

生産物の生産に投資される。労働力はヨーロッ，、からの移民および現地人によ

って供給される ω 現地で労働力を得るためには，土地改苧と連動して農村に余

剰人口を発生させな吋ればならない。農場建設のための組様的*町民はエ業日へ

の需要を創造する。がが現地製造業は抑庄きれるから，イギリス工業品が需要

を満たすことになる。 組織的植民はアジアに第一次産品生産と工業製品輸

入の国際分業を強いることになり，植民地の自立的発展を抑えることになる。

ラッフノレズの旧帝国主義批判は新たな帝国の建設であった。

土地改革は失敗する。土地改革をジャワ内部の工業発展と連動させて考えな

かったからであり，なんといっても改革対象のジャワ社会に対する認識を誤ま

ったからである。課税対象としてジャワを見，納税者=私的所有者を確定する

という目前の実務的要請が，現地文化に理解があったと言われるこの植民行政

者の対象認識を誤まらせた。彼はシャワに共同体所有を見ることができず，ジ

ャワをヨーロッパの封建社会段階にあるものと見た。彼は征服者サノレタ γ の主

権者庁内ーをジャワの基本的土地所有形態とみなす。ヨーロッパ的観念からすれ

ば所告の本性は地代田最終的取得にあり，その取得のため白絶対的な権威行使

にあった。乙の観点からすればジャワの所有者は主権者以外にはなく，農民の

世襲的占有や村落首長の世襲的地代徴集は所有権を構成するものとはみなされ

なかった。主権者が唯一の所有者で，他はすべて彼の財産であるとみなされる。

〈アシア的専制主義観)そうみなしてラッフルズば 3 イギリス政府がサルタ y

に代わって主権者=土地所有者となり，中間の村落首長を排除して直接に農民

を掌握するというライオットワーリ f刊を導入する。それが対象社会に適合的で
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あると考えたからである。彼はヨーロッパ的単婚家族の観念に災いされ，小家

族によ吾耕作労働を見でもそこに個別的所有しか認めることができず，大家族

が経済単位であることや，真の所有者が村落共同体にあることを認識で雪なか

った。土地は実際には氏族員に属し，恒先が氏族貝の土地にメせする権利を保障

する。だから土地の割替えが氏族員の聞でおこなわれるo この共同所有制の基

盤の上に征服主権者の貢租徴集国家が立っている。ラッフルズはこのことを見

てとれなかった。

ラップノレズの非ヨーロッパ社会認識はその方法におし、て誤主っていた。 18世

紀の啓蒙主義者のある者がアメリカ・インディア Yやアフリカ・ニグロを認識

Lた場合と同様に。ラッフノレズは対象を客観的に視る。社会慣行・言語・自然

資源の観察，老大な資料と情報の収集，それらの体系的知識化・。 彼は現

地文化の「良き理解者」として，アジア言語研究のためのシンガポーノレ・イン

スティチューショ γ を設立し，マレ一人のためのマレ一語によるマレー学校を

計画する。これらの「科学的」で「人間主義的」な人類学研究は， しかしなが

ら7 対象社会の統治につながるものであった。有効な統治のための科学研究，

帝国建設の実務に役立つ対象合理的な研究。対象社会の発展段階を確定しよう

とする歴史研究ι発展段階に適合する統治技術を見つけるためであった。ラ

ッフノレズの「科学的」認識は実務優先の表面的な性格を免れることができず，

ヨ ロッハ中心史観にとどまっていた。だから i科学的」行政も失敗に終るこ

とが多かった。

スミスはん航海時代以降の重商主義に，非ヨーロッパの貿易商人・工業者と

してのヨ ロッパを見ていた。この世界史はその起動力を機械制大工業におく

自由主義段階になっても変らなかコた。植民地行政家は対象社会をコーロッパ

的資木制社会に向かう単線的な発展段階の一段階に位置づ什ることでi埼足 L.，

それが種々の歴史局面を絡み合わせた重層構造にあることを理解Lなかった。

対象認識自体，対象社会を構成する 人々々の感情や行為にまで踏みいること

がなかった。それは対象それ自身の口から自分に対する認識を語り出させる
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共生的認識方法をとるものでもなかった。だから科学的体裁をとったラッフル

ズ的認識は統治の具にはなりえそも，一人々々の社会認識・世界認識を内側か

ら促すものとは反対の方向をとる出。 ヲヅフノレズはλ ミλ から速L、。

V スミスのインド改革構想

東イ γ ド会社の改革にメミユはどう対応したか。その対応に彼の世界史像が

見られる。ユミユは後のドイツ歴史学派によって批判さわしたように， 世界主義

的言辞のもとにイギリス産業資本の帝国主義的膨脹を推進したのではなかったの

だがそれに Lてもスミスは，世界市場での白由貿易関係がもたらす現実主予測

することにおいて誤まりなきことはなかった。同じことになるが，現実の政策

と現実の資本はλ ミスの理論と思想を裏切った。この両側面に注意寸る必要が

あるo

ユミスは限前の束インド会社改革案に代えて自分の改革案を提示する。 I見

えざる手」の導きに信頼するスミスは，人為を，改草一般を否定するのではな

い。現実の社会的困窮を前にして自由放任を主張するものでもない。スミスか

らすれば，これまでのどの改革も歴史に足を踏まえず，社会と国家との関係や

インド自身の利益を考えない不徹底なものであった。事物の自然に合う自然的

自由の社会を世界的規模で再建するにはいかにしたらよいのか，またはどうし

ないでおればよいのか。こう考えて彼は改革案を出す。

もしもイギリスがインドから収入を得ょっとするのであれば，真回目 L 自国

の国庫収入のことを考えるのであれば，主権者のものは主権者に，社会のもの

は社会に帰せ/ 乙のようにλ ミスは考える。

政的与党も野党も会社の改羊をめぐっては，ナショナリスティッグな利害や

16) ~国宙論』は読者諸f固体にそのような認識を促す書であった。参伊リ内日義彦， Iアダム スミ
ス 人文字と経済学J(~作品としての社会科学~，岩波書出，印刷年所取〉。酒井進， rアダム

スミスの経済学と悼辞芋J(上)(下)， r専修経済学論集』第17巻第3号第19巻第1号， 1983年
3月・ 1984年7月。なお，現代インドの農村社会を内側から理躍するのに次のものは好著である。
フラフルラ モハンティ著，小西E臆訳『わがふるさとの「インドJJl，干凡赴.1975年。
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圏内政治の党派的利害に視野を限定されていた。スミエえはその両者を批判する。

実定法は東インド会社に金接インドの公人であるように要求していた。しかし

これは歴史に反する改革である。したがってそれは効呆がなく，余計で小手先

のものである。 λ ミλ はそう考えるo 封建社会以前の社会や共同体のなかに混

合していた公的活動は，他社会との交通や分業・資本蓄積の進展とともに，そ

れ自体を市民社会刀uら分離し市民社会の発展のためにその機能を限定してい

く。この市民社会史に反して，社会の私人に対して岡崎に公人であるように要

求することは無理であ石。無理に要求すればそれは人間的自然に背くことにな

る。また会社利潤の使途が国家が監督して経営を改善きせる試みにも無盟があ

る。会社が経営改善の意欲をもつのは，資本の果実を自由に享受できて，上か

らのコントローノレを受けない場合である。こう認識してスミスは，共同体→市

民社会のヨーロッパに内在した以下の改革案を出す。インド領の統治権を束イ

ンド会社から取り上げて主権者のものとせよ。統治の眼目は所有の安全に置き，

イγ ド内外の通商を自由に戻せ。そうすればイギリスは自分の憲法精神に矛盾

することなしイ y ド自身の利益と本国の利益の双方を獲得しうるだろう。

主権者，それを実体的に特定することは難かしい。それは現実の国王ジョ

ジやト リ 政府，ホイッグ貴族を直接に指すものではない。それは理念的な

ものである。だが理念的といっても，抽象的で社会超出的なものではない。そ

れは，自然的自由の歴史に内在して 3つの公活動(防衛・所有権保護・公共事

業〉にその機能を限定する社会内的なものである。そしてそれは現実政治家に

安請された概念である。この主権者概念に近いものをスミ λは7:../7に，東イ

ンド会社による統治以前のインドの主権者に，投影vc見ていた。

ιの主権者のもとでのインドの将来をλ ミλ は次のように構想 fる。まず，

国内取引の白白→Ii)土抱生産物に対する有効需要増大→土地生産物の量と価格

の増大→地代増大→地租増大。国内取引の自由→(ii)当面は製造業品価格上昇→

生産刺激・競争増大→分業と技術の導入による労働生産力の増大→長い限でみ

れば製造業品価格下落→消費者と農業階級の利益。こうして主権者はインドの
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農工両部門の生産者と消費者の利益を促進することになる。これは主権者の収

入にとっても利採である。次に:広範な外国商業 P先進国の技術利用の機会増

大→自力による技術革新→工業国インド→ヨーロッパとの水平的分業による相

互的利益の増大山。

λ ミスの主権者概念と統治の内実は以上であった。概念と内実をそのように

するためには当然，また月ミスの将来子測が当るためにはスミスに沿ってみて

も，以下の条件が必要となるであろう。 農業剰余の大部分を阪収寸る徴税

体系の廃止，末端直接生産者の所有安全。これによって農業剰余は地和徴集者

や不在地主によ円て不生産的に消費きれることなく，農村に還元されて資本化

きれうるだろう。(資本投下自然的順序の回復〉 またこれによって，垂直的に

分断されていた都市と農村との聞に相互依存的な分業が形成されるだろう。

〈商品交換に基く社会的分業=社会的再生産過程の進展)内外の広範な商業に

よるカーλ ト的・宗派的分業の崩壊。これによって資本と労働の自由移動が回

復~，所得の自然率が回復される。〔自然価格の形成〕 こうして形成され

る社会的分業と園内市場の形成は普遍的意識が育つための経済的条件となる。

最後に，インヴェストメント行為の廃止。これによって等価交換は回復し，イ

ンF"の富源は確保される。

インドの将来，結局これはスミスがヨ ロッパの歴史に内在して救い出した

市民社会である。~国富論』経済理論篇が分析した世界である。しかしこれが

ヨーロッパ中心史観の押しつけでないことは，現実のインド改革の隆史を見

てみればわかる。その後の歴史はどうであったか。 1784年ピットによるインド

改革は政府監督周りコントローノレのもと己会社の貿易独占を許可した。ラッフ

ノレズ0)i'j由主義的植民政策がインドをイギリ月産業資本の循環に従属させるも

のであったことは前述のとおり。会社独占の全面的廃棄は1833年，イギリス国

王によるインド領の直接統治は1858年。だがイギリスはセポイの反乱の経験か

ら，インドの伝統的制度を尊重して民族運動の興隆を阻止しょ弓とする。カー

ユ7) Smith. op. cit.， book 4， chapter 7， section 3 
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ストは統治を有効に維持するために温存され，利用きれる。

結語

現実はλ ミ月を裏切った。現実の資本と国家は自己の利害からスミスをバラ

バラにして利用した。月ミコえの自由貿易論も主権者論もその実質を抜きとられ，

バランユのとれた産業構造の形成や富国聞の水平的分業の構想とは無関係に，

歪められて受容されていった。スミ 1 以後の歴史はスミスによヮてなお批判さ

れている。

だがスミスに対して不満はのこる。自然的主権者や自然的自由貿易のもとで

のインド・イギリプ、相互の利益を説く場合，流通条件よりも牛産条件のところ

でもっと平等を考えるべきであり，ヨーロッ山市民社会とは異質のインド共同

体にもっと留意すべきであっただろう。後発資本主義国や前資本主義国を先進

資本主義国の富と力に比肩させるためには，前者にそれだけの時間的余裕と固

有の政策をとらせることを後者が認めなければならないことに， もっと注意す

べきであっただろう。

スミスは自分の改革プランが現実の私的利害や偏見に妨げられて実現不可能

なユ トピアであることを自覚していた。自覚しつつ，なおそのユートピアを

構想しつづけた。もしもイギリスがどこまでもイ Y ドから収入を得たいのであ

れば，重商主義的な植民帝国主義を廃棄してインドが発展的社会に向かつて離

陸するような統治体制をとれ。それが筋のとおった合理的政策である。だがも

しもそれができないとレうりであれば， 実際にできなかったのであるが

一一一最後の設後にアメりカ植民地放棄の提案をした場合と同じ<，月ミ λ は次

のように言わないであろうか。イギり λ はイ γ ドを放棄せよ， と。

『諸国民の富」の世界史像が，インド以外の他諸国民をも視野に入れて，具

体的に総体的に描かれるべきであると思う p

(1985・10・26 欄筆〕


